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譲渡当事者の課税関係と税務上の時価の考え方

項目 売主個人 買主個人

課税関係
低額譲渡の
税務リスク

 実際の対価を収入金額として譲渡所
得課税

 低額譲渡でも時価を収入金額とみな
す規定なし

 対価が時価の1/2未満の譲渡損はな
かったものとみなす（所法59②、所
令169））

 時価に比べて著しく低い価額の対価
時価－対価＝みなし贈与（相法7）

 売主に所法59②の適用がある場合、
売主の取得費・取得時期を引き継ぐ
（所法60①二）

時価

所法59①と同じく所基通59-6により算
出した価額（以下参考文献）
参考：デロイト トーマツ税理士法人編『第10版Q&A事業承継をめ
ぐる非上場株式の評価と相続対策』（2020年、清文社）473頁

相法7の「時価」について明文規定はな
いが、課税実務上、特別の事情がない限
り、評価通達に基づく評価額が時価とし
て取り扱われている（裁判例も同様）。

株主区分の
判定時期

譲渡直前（所基通59-6⑴） 取得後（評価通達）



売主個人→買主個人
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みなし贈与（相法7）

みなし贈与（相法7）の誤認
• 当事者間に贈与の意思がなければ適用なし
• 当事者に租税回避目的がなければ適用なし
• 親族以外の第三者間の取引であれば適用なし

正しい理解
贈与の意思の有無、租税回避目的の有無、第三者間の取引か否かに関わらず適用あり
参考：宮脇義男著『相続税法第7条及び第9条の適用範囲に関する一考察』（平成22年、税大論叢）

みなし贈与（相法7）
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に
相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与（当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、
遺贈）により取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であ
る場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるとき
は、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難
である部分の金額については、この限りでない。



売主個人→買主個人
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税務上の時価

売主個人

支配株主※1 非支配株主※1

買主
個人

支配株主※2
ケース１
売主：原則的評価額（所基通59-6）
買主：原則的評価額（評価通達）

ケース3
売主：配当還元価額（所基通59-6）
買主：原則的評価額（評価通達）

非支配株主※2
ケース2
売主：原則的評価額（所基通59-6）
買主：配当還元価額（評価通達）

ケース4
売主：配当還元価額（所基通59-6）
買主：配当還元価額（評価通達）

※1：所基通59-6⑴より、譲渡直前の議決権に基づき判定する。
※2：評価通達より、取得後の議決権に基づき判定する。

譲渡当事者の株主区分と税務上の時価の関係



種類株式による自社株対策と株価評価

無断転載・複写禁止 7

ケース1 配当優先無議決権株式の無償割当後の普通株式買取り

前提
評価会社
• 発行済株式：普通株式1,000株（後継者とその親族が100％保有）
• 原則的評価額（評価通達）：100,000円/株

スキーム
①配当優先無議決権株式の無償割当
• 定款変更、取締役会決議、登記を経て、普通株式1株に対して配当優先無議決権株

式9株の無償割当を実施。
• 無償割当後の原則的評価額（評価通達）は無償割当前の1/10となる（希薄化効果）。

（100,000円/株×1000株）/（1000株＋9000株）＝10,000円/株
②親族から普通株式だけ後継者が買取り
• 合意の得らた範囲で親族から普通株式を買い取っていく。
• 買取資金は、10,000円/株で済む。

スキーム実施前の買取り資金：100,000円/株×600株＝60,000,000円
スキーム実施後の買取り資金：10,000円/株×600株＝6,000,000円

スキーム実施後の留意点
親族は配当優先無議決権株式を保有することになるが、これを将来的にどうするか？
親族の相続等を機に分散しないように事前に対策を検討しておく必要があり。

評価会社

後継者の親族後継者

400株
（40％）

600株
（60％）

①種類株
無償割当

①種類株
無償割当

②普通株
買取り

評価会社

後継者の親族後継者

普通株1,000株
種類株3,600株

種類株5,400株



売主個人→買主個人
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ケース2 支配株主の相続税対策として従業員持株会へ売却

評価会社

従業員持株会

支配株主

1000株
（100％）

30％売却

従業員持株会支配株主

700株
（70％）

300株
（30％）

評価会社



参考：従業員持株会へ第三者割当増資を行う方法
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評価会社

従業員持株会支配株主

1,000株
（100％） 第三者

割当増資

評価会社

従業員持株会支配株主

1,000株
（76.9％）

300株
（23.1％）



売主個人→買主個人
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ケース3 非支配株主からの株式買取り（集約）

評価会社

非支配株主 支配株主
配当還元で
買取り

評価会社

支配株主

みなし贈与
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